
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子書籍サービスの導入の概要

公共図書館として、 

より公共性と汎用性の高いサービスを 

提供することができる！ 

 

●読み上げ、文字拡大、文字色反転等の機能→読みやすさを提供 

 （合理的配慮に資するツール）        

●「読書バリアフリー法」（令和元年 6月施行） 

 「障害者差別解消法」（平成 28年 4月施行） 

 「視覚障害者等の読書環境の整備に関する基本的な計画」  

 （令和 2年 7月策定）に対応 

 

障がい者や高齢者等に対応 
 

●新型コロナウイルス感染防止 

●専用HP上から貸出、返却、予約、閲覧が可能 

●パソコンやスマートフォン、タブレットなどから読書が可能 

 

新しい生活様式に対応（非来館、非接触） 

≪利用者の範囲≫ 

甲府市立図書館の利用者カードの 

交付を受けている方 

（甲府市図書館条例施行規則第 9条） 

・市内に住所を有する者 

・市内に通勤し、または通学している者 

・館長が広域的な図書館活動を行うため 

適当と認めた者 

≪提供サービス≫ 

利用者がインターネットを通じて、図書

館ホームページ上から電子書籍を検索、貸

出、予約、閲覧できる。 

また、図書館が保有する貴重資料や地域

資料等も電子書籍化することで、利用者が

閲覧することができる。 

【電子書籍導入状況】 

●全国の導入率：17.1％ 

（都道府県含む 1,788 自治体のうち電子書籍導入306自治体）

※2022.4.1 現在。電子出版制作・流通協議会調べ 

●山梨県内導入状況 

１．山梨県（2012.11 月） ２．韮崎市（2022.12 月） 

３．山中湖村（2015.10 月→2018.3 月終了） 

2022 年 

11 月 1日 

稼働予定 

議題 ２（イ） 


